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議案第１５８号

宝塚市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について

１　特別職の期末手当の支給率

年度
支給月数
（年間）

地域手当
支給割合

加算率① 加算率②
月数×
加算率

備考

平成２０年度 4.50 月 12% 20% - 6.048

平成２１年度 3.10 月 12% 20% 25% 4.941

平成20年10月15日の特別
職報酬等審議会の答申に
もとづき、国の「特別職の職
員の給与に関する法律」に
よる算出方法に準じるよう改
めた。

平成２２年度 2.95 月 12% 20% 25% 4.702

平成２３年度 2.95 月 12% 20% 25% 4.702

平成２４年度 2.95 月 12% 20% 25% 4.702

平成２５年度 2.95 月 12% 20% 25% 4.702

平成２６年度 2.95 月 12% 20% 25% 4.702

平成２７年度 3.15 月 14% 20% 25% 5.097

平成２８年度 3.25 月 15% 20% 25% 5.298

平成２９年度 3.30 月 15% 20% 25% 5.379

平成３０年度 3.35 月 15% 20% 25% 5.461

令和元年度 3.35 月 15% 20% 25% 5.461

※令和元年度については、支給月数を3.40月に引き上げる議案を提案中。

※支給月数、地域手当支給割合及び加算率は条例本則上の数値。

２　特別職の期末手当の計算式

資料２　　特別職の期末手当の支給率と計算式（平成２０年度以降）

｛給料月額×（1＋地域手当支給割合）＋給料月額×（1＋地域手当支給割合）×加算率①＋給料
月額×加算率②｝×支給月数


